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河川管理上の問題点

① 洪水流下の阻害
② 護岸への係留杭設置や船舶流出時の河川管理施設等への損傷
③ 河川工事の実施の支障
④ 油漏れによる水質事故の発生
⑤ 一般公衆の自由使用の妨げ
⑥ 騒音の発生
⑦ 景観の阻害など
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係留の状況

無許可桟橋及び工作物等

無許可桟橋による流下阻害

放置された係留施設の撤去要請

係留施設による護岸の損傷
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金沢地区のマリーナ施設（河川区域内）

マリンパーク内灘（第三ｾｸﾀｰ）
収容可能隻数 260
収容隻数 100

（稼働率 38%）

恵海マリン
収容可能隻数 35
収容隻数 29

（稼働率 83%）

清水マリーンサービス
収容可能隻数 30
収容隻数 20

（稼働率 67%）

光陽マリン(㈱さざなみマリン）
収容可能隻数 15
収容隻数 9
（稼働率 40%）

前川マリーナ
収容可能隻数 19
収容隻数 19
（稼働率 100%）

金港マリーナ（藤川興業(有)）
収容可能隻数 99
収容隻数 79

（稼働率 80%）

ウオーターフロントパーク金沢
収容可能隻数 100
収容隻数 94

（稼働率 94%）

オオノマリーナ
収容可能隻数 43
収容隻数 40

（稼働率 93%）

㈱マリンポート金沢
収容可能隻数 60
収容隻数 15

（稼働率 25%）
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梯川の係留の現状

安宅漁港
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前川排水機場

前川逆水門

城南橋下流右岸状況
(右岸上流から下流を望む)

前川排水機場

城南橋上流左岸状況
(右岸下流から上流を望む)
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重点撤去区域

重点的撤去区域

重点的撤去区域は次の観点から設定する。

（１）流路の特性

（２）河川管理施設等

（３）環境保全

（４）高水敷土地利用等

（５）河川工事等
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暫定係留区域は治水上、環境上、影響の少ない箇所とする。
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暫定係留区域

適正な河川管理を行うため、恒久施設が整備されるまでの当面の間、河川

内に暫定的な係留施設の設置が可能な区域を設定する。

設定する区域は、以下の治水上及び河川環境上支障の少ない箇所とする。

（１）洪水時における治水上、支障の恐れが少ない。（資料６－１，資料６－２）

（２）河川環境の保全上、比較的問題が少ない。（資料６－３，資料６－４）

右岸低水路拡幅 左岸低水路拡幅
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低水路を拡幅することにより治水上影響が少ない。

水位コンター図（660m3/s流下時）

水位コンター図（1,000m3/s流下時）

流速コンター図（660m3/s流下時）

流速コンター図（1,000m3/s流下時）

暫定係留を認める箇所は、水理シミュレーションをした結果より、特に、乱れた流れなどは発生していない箇所である。

洪水待避基準を設けることで、洪水時には船舶は待避することとなり治水上の影響はない。

係留箇所について、水位コンター図からは、
特に水位の上昇が顕著な箇所や左右岸の
水位差が激しくなっている箇所は見受けられ
ない。

係留箇所について、流速コンター図からは、
特に極端に流速の早い箇所やの左右岸の
流速差がある箇所は見受けられない。
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低水路を拡幅することにより治水上影響が少ない。

流速ベクトル図（660m3/s流下時）

流速ベクトル図（1,000m3/s流下時）

暫定係留を認める箇所は、水理シミュレーションをした結果より、特に、乱れた流れなどは発生していない箇所である。

洪水待避基準を設けることで、洪水時には船舶は待避することとなり治水上の影響はない。

係留箇所について、流速ベクトル図からは、
特に極端な流向流速となっておらず、左右岸
の流速差がある箇所は見受けられない。
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橋及び樋管から離す（保安）距離３５ｍについて

３５ｍ ３５ｍ ３５ｍ ３５ｍ

樋管

橋 橋

・工作物設置許可基準 ｐ.119 第四十二 一 ④について(船舶係留施設)

水門、排水機場、橋梁等の構造物付近でない。

暫定係留を認める箇所は、下記基準に則り、橋梁及び樋管より船の長さ(平均７ｍ）の５倍以上離す（保安）距離を

確保し、工作物に支障が生じないようにする。
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自然環境上、問題が少ない。

暫定係留を認める箇所は、貴重種などは確認されていない。（２００７ 梯川河川環境シートより）

資料６－３
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堤内地が住宅地でない。

暫定係留を認める箇所の堤内側は、小松市の都市計画上、住居地域ではなく、影響が少ない。

準工業地域

第１種住
居地域

第１種住
居地域

市街化区域

市街化区域

準工業地域 第１種住
居地域

小松能美都市計画図 H22.5より

第2種住
居地域

資料６－４
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河川法に基づく規制手順 資料７

所有者が判明 ：注１

是正指示 ：注2
（河川法第77条第1項）

弁明の機会の付与
（行政手続法第13条第1項第2号）

不利益処分理由書
（行政手続法第14条第1項）

戒告書の交付
（行政代執行法第3条第1項）

代執行命令書の交付
（行政代執行法第3条第2項）

代執行費用納付命令
（行政代執行法第5条）

代執行費用の徴収： 注3
（行政代執行法第6条）

物件の引き取り通知

物件の処分 ：注4

所有者が不明 :注5

撤去する旨を公告 ：注6
（河川法第75条第3項）

簡易代執行の実施
（河川法第75条第3項）

除却した工作物の保管
（河川法第75条第4項）

所有者が判明
（工作物の返還）

要した費用の請求
（河川法第75条第9項）

所有者が不明

所有者が国に帰属
（河川法第75条第10項）

注5  過失なく所有者等が
判明しない場合のみ
簡易代執行が可能

注6  通常、現地や事務所
掲示板等を利用し
公示する

注7 保管を初めた日から
１４日間、事務所等に
掲示する。その後も
所有者等が判明しな
いときは官報等に掲
示する。

注1 小型船舶番号、漁船登録番号等から
所有者等を調査

注2 是正指示は複数回行うことも可能
注3 国税滞納処分の例により財産の差し

押さえが可能
注4 財産的価値のあるものは売払い、

価値のないものは破棄する。

最
短
約
５
か
月 返還のための公示 ：注7

（河川法第75条第5項）

監督処分
（河川法第75条第1項）

行政代執行の実施
（行政代執行法第2条）

行 政 代 執 行 簡 易 代 執 行
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暫定係留区域

係留する施設構造は、以下のとおり治水上及び河川管理上支障の少ない係留施設

構造であり、適切な係留船管理も可能である。

①暫定係留場所は、工作物設置許可基準に則り、橋梁及び樋管より船の５倍以上

離す（保安）距離を確保し、工作物に支障が生じないようにする。

②係留構造は、プレジャーボート用浮桟橋設計マニュアル及び港湾の施設の技術

上の基準・同解説に則り計算した係留施設（杭）する。

③係留杭は、低水路を拡幅する場所に設置し、流下能力上の影響が少ない。

④係留杭は、高水敷高+1.5mに設定し、また、洪水時には係留船は退避する。

⑤洪水退避規程を作成して、適切な係留船の管理を行う。

係留杭

適切な係留施設構造で適切な係留船管理 資料８
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１．０ｋ

１．２ｋ

１．６ｋ

１．８ｋ１．４ｋ

暫定係留検討範囲
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概略工程 Step１

護岸工事 左岸上流

Step２ Step３

護岸工事 左岸下流

護岸工事 右岸

暫定係留施設

梯川暫定係留計画（案）
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行政代執行

4 年 目 以 降1 年 ～ 3 年 目（目処）

低水護岸工事

暫定係留施設

河川法許可

水 面 利 用 調 整 会 議

漁 港 活 性 化 計 画 恒

久

施

設

完

了

重点撤去区域の設定

安宅漁港内係留暫定係留

梯 川 係 留 船 対 策 計 画


